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三重県公共工事共通仕様書新旧対照表 

1 

現行（令和 6 年 7 月） 一部改定（令和 7 年 4 月）  

編 章 節 条 項 
項 
以 
下 

編章節条 
（項目見出し） 

現行条文 編 章 節 条 項 
項 
以 
下 

編章節条 
（項目見出し） 

新条文 改定理由 

（分冊１） （分冊１）  

１ １ １ １ ４６ １ 技術者の選任 受注者は、契約書第 10 条に規定する主任技術者又は、監理技術
者（特例監理技術者を含む）を定める場合で、当該工事が、土木一
式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装
工事、塗装工事、しゅんせつ工事、造園工事及び水道施設工事であ
る場合には、表 1-5 に示す当初工事請負代金額に該当する主任
技術者又は、監理技術者（特例監理技術者を含む）を選任しなけれ
ばならない。 
なお、特例監理技術者を設置する場合には、特例監理技術者の行
うべき職務を補佐する監理技術者補佐を設置しなければならな
い。 

１ １ １ １ ４６ １ 技術者の選任 受注者は、契約書第 10 条に規定する主任技術者又は、監理技術者
を定める場合で、当該工事が、土木一式工事、とび・土工・コンクリ
ート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、塗装工事、しゅんせつ
工事、造園工事及び水道施設工事である場合には、表 1-5 に示す
当初工事請負代金額に該当する主任技術者又は、監理技術者を選
任しなければならない。 

法令の改正に伴う修正 

１ １ １ １ ４６ ２ 監理技術者等の途中交
代 

（1）受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる
場合において発注者との協議により、主任技術者、監理技術者、特
例監理技術者又は監理技術者補佐（以下「監理技術者等」という。）
を途中交代できるものとする。 

１ １ １ １ ４６ ２ 監理技術者等の途中交
代 

（1）受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場
合において発注者との協議により、主任技術者、監理技術者、監理
技術者補佐（以下「監理技術者等」という。）を途中交代できるもの
とする。 

法令の改正に伴う修正 

１ １ １ １ ４６ ３ 監理技術者及び特例監
理技術者 

受注者は、専任の監理技術者及び特例監理技術者について建設業
法第 27 条の 18 第 1 項の規定による監理技術者資格者証（以下
「資格者証」という。）の交付を受けている者のうちから、これを選
任するものとし、資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを現
場代理人等通知書に添付して発注者に提出するものとする。 

１ １ １ １ ４６ ３ 監理技術者 受注者は、専任の監理技術者について建設業法第 27 条の 18 第
1 項の規定による監理技術者資格者証（以下「資格者証」という。）
の交付を受けている者のうちから、これを選任するものとし、資格
者証及び監理技術者講習修了証の写しを現場代理人等通知書に添
付して発注者に提出するものとする。 

法令の改正に伴う修正 

1 1 1 1 46 6 技術者の専任・兼任 （１）技術者の専任 
受注者は、請負金額 4,000 万円（建築工事にあっては、8,000
万円）以上の場合、主任技術者（監理技術者）は、工事現場ごとに専
任の者でなければならない。ただし、工場製作などにあっては、監
理技術者制度運用マニュアル（国土交通省通知 令和 4 年 12 月
23 日付け 国不建第 457 号）によるものとする。 
（２）技術者の兼任 
受注者は、請負金額 500 万円以上 4,000 万円未満（建築工事
にあっては請負金額が 1,500 万円以上 8,000 万円未満）の県
発注公共工事（応急工事等に係るものを除く）において、１人の主
任技術者（監理技術者）が兼任できる工事数は、２件以下とする。
ただし、請負金額の合計が 3,000 万円（建築工事のみの場合に
あっては 6,000 万円）以下の場合はこの限りではない。 

1 1 1 1 46 6 技術者の専任・兼務 （１）技術者の専任 
受注者は、請負金額 4,500 万円（建築工事にあっては、9,000 万
円）以上の場合、主任技術者（監理技術者）は、工事現場ごとに専任
の者でなければならない。ただし、工場製作などにあっては、監理
技術者制度運用マニュアル（国土交通省通知 令和７年 1 月 2８日
付け 国不建技第１４７号）によるものとする。 
（２）技術者の兼務 
受注者は、請負金額 500 万円以上 4,500 万円未満（建築工事に
あっては請負金額が 1,500 万円以上 9,000 万円未満）の県発注
公共工事（応急工事等に係るものを除く）において、１人の主任技術
者（監理技術者）が兼務できる工事数は、２件以下とする。ただし、
請負金額の合計が３，０００万円（建築工事のみの場合にあっては
６,000 万円）以下の場合はこの限りではない。 
また、県発注公共工事において、建設業法第２６条第３項第１号によ
り情報通信技術を利用し専任現場を兼務する場合（以下、「専任特
例１号」という。）、建設業法第２６条第３項第２号により監理技術者
補佐を配置し専任現場を兼務する場合（以下、「専任特例２号」とい
う。）及び建設業法第２６条の５により特定営業所技術者が主任技
術者又は監理技術者（以下、「主任技術者等」という。）の職務を、営
業所技術者が主任技術者の職務を兼務する場合（以下、「専任特例
営業所技術者」という。）については、以下のとおりとする。（兼務す
る工事も含む） 
 
①専任特例１号 
以下の要件を全て満たす場合は、主任技術者等は、専任を要する工
事を兼務できることとする。なお、同一の主任技術者等が、専任特
例１号の工事現場と専任特例２号の工事現場を兼務することはでき
ない。 
また、主任技術者等は、現場代理人（兼務する工事も含む）、建設業
法上の営業所技術者若しくは特定営業所技術者（以下、「営業所技
術者等」という。）、建設業法上の経営業務の管理責任者又は建設
業法施行令第３条に規定する使用人とは兼務できない。 
ア 各建設工事の請負代金の額が、１億円未満（建築一式工事の場
合は２億円未満）であること。なお、工事途中において、請負代金の
額が１億円（建築一式工事の場合は２億円）以上となった場合には、
それ以降は専任特例１号を活用できず、主任技術者等を工事毎に専
任で配置しなければならない。 
イ 同一の主任技術者等が兼務できる工事は、２つの工事現場が同
一建設事務所管内又は隣接する建設事務所管内であること。 
ウ 受注者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が２
（建築一式工事の場合は３）を超えていないこと。なお、工事途中に
おいて、下請次数が２（建築一式工事の場合は３）を超えた場合に
は、それ以降は専任特例１号を活用できず、主任技術者等を工事毎
に専任で配置しなければならない。 
エ 当該建設工事に置かれる主任技術者等との連絡その他必要な
措置を講ずるための者（以下「連絡員」という。）を当該建設工事に

法令の改正に伴う修正 
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現行（令和 6 年 7 月） 一部改定（令和 7 年 4 月）  

編 章 節 条 項 
項 
以 
下 

編章節条 
（項目見出し） 

現行条文 編 章 節 条 項 
項 
以 
下 

編章節条 
（項目見出し） 

新条文 改定理由 

置いていること。なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式
工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し１
年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。 
連絡員は、各工事に置く必要がある。なお、同一の連絡員が複数の
建設工事の連絡員を兼務することは可能である。また１つの建設工
事に複数の連絡員を配置することも可能である。 
連絡員は、例えば工程会議や品質検査等が２つの工事現場で同時
期に行われる場合に、主任技術者等が遠隔から指示等するにあた
って、工事現場側にて適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を
行う（事故等対応含む）ことを想定している。 
連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めない。また、連絡員の
雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。ただし、
連絡員は当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的
な責任は請負会社が負うことに留意する。 
オ 当該工事現場の施工体制を主任技術者等が情報通信技術を利
用する方法により確認するための措置を講じていること。なお、情
報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認でき
るものとし、CCUS 又は CCUS と API 連携したシステムである
ことが望ましいが、その他のシステムであっても、遠隔から現場作
業員の入退場が確認できるシステムであれば可能である。なお、当
面の間は電子メールを通した作業日報等の提出により主任技術者
等が作業員の入退場を確認できれば有効とする。 
カ 当該建設工事を請け負った建設業者が、人員の配置を示す計画
書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。また、当該計画書は、建設
業法施行規則第２８条の帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事
の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。なお、当
該計画書の作成等は電磁的方法によることが可能である。 
キ 主任技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場
の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な
情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用する
ことが可能な環境が確保されていること。なお、情報通信機器につ
いては、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実に実施でき
るものであればよい。そのため、一般的なスマートフォンやタブレッ
ト端末、WEB 会議システムでも差し支えない。また、通信環境につ
いては、例えば、山間部等における工事現場において、遠隔からの
確実な情報のやりとりができない場合はこの要件に該当しない。 
ク 低入札工事でないこと。 
ケ 主任技術者等を置かなければならない工事をすでに受注して
いること。 
コ 兼務する建設工事の数は、２を超えないこと。なお、「専任特例１
号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主
任技術者等が兼務することは可能であるが、専任を要しない工事
現場についても、イ～ケの要件を満たし、かつ全ての工事現場の数
が２を超えてはならない。 
サ カで作成した人員の配置を示す計画書を提出すること。 
 
②専任特例２号 
以下の要件を全て満たす場合は、監理技術者は、専任を要する工事
を兼務できることとする。 
なお、監理技術者は、現場代理人（兼務する工事も含む）、営業所技
術者等、建設業法上の経営業務の管理責任者又は建設業法施行令
第３条に規定する使用人とは兼務できない。 
また、監理技術者補佐は、本工事に専任で配置することとし、他工
事の現場代理人若しくは主任技術者等、営業所技術者等、建設業法
上の経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第３条に規定する
使用人とは兼務できない。 
ア 予定価格が３億円未満の工事であること。 
イ 工事の技術的難度が高い工事でないこと。 
ウ 兼務できる工事数は２件までであること。 
エ 低入札工事でないこと。 
オ 24 時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事でな
いこと。 
カ 兼務する工事の場所が監理技術者としての職務を適正に遂行
できる範囲として、同一建設事務所管内であること。 
キ 公共工事であること。県発注工事に限らず、国・市町など公共機
関等の発注工事も対象とする。 
ク 監理技術者補佐を専任で配置すること。 
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現行（令和 6 年 7 月） 一部改定（令和 7 年 4 月）  

編 章 節 条 項 
項 
以 
下 

編章節条 
（項目見出し） 

現行条文 編 章 節 条 項 
項 
以 
下 

編章節条 
（項目見出し） 

新条文 改定理由 

ケ 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者のうち、一級
施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実
務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監
理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目
は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 
コ 監理技術者補佐は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関
係にあること。 
サ 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回
及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。 
シ 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制
であること。 
ス 監理技術者補佐が担う業務等について明らかにすること。 
セ 現場の安全管理体制について、平成 7 年 4 月 21 日付基発第
267 号の 2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、
「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属
の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意するこ
と。 
ソ 監理技術者を置かなければならない工事（当該建設工事を施工
するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額
以上になる場合）をすでに受注していること。 
タ サ～スについての内容がわかる業務分担・連絡体制等を記載し
た施工計画書を提出すること。 
 
③専任特例営業所技術者 
１）専任を要する工事 
以下の要件を全て満たす場合は、特定営業所技術者は主任技術者
等を、営業所技術者は主任技術者を兼務できることとする。 
なお、専任特例１号及び２号を活用する工事との併用はできない。 
また、営業所技術者等は、現場代理人、建設業法上の経営業務の管
理責任者又は建設業法施行令第３条に規定する使用人とは兼務は
できない。 
ア 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締
結された建設工事であること。 
イ 兼ねる工事現場の数が１以下であること。 
ウ 各建設工事の請負代金の額が、１億円未満（建築一式工事の場
合は２億円未満）であること。なお、工事途中において、請負代金の
額が１億円（建築一式工事の場合は２億円）以上となった場合には、
それ以降は専任特例営業所技術者を活用できず、主任技術者等を
工事毎に専任で配置しなければならない。 
エ 同一の主任技術者等が兼務できる工事は、営業所が工事現場と
同一建設事務所管内又は隣接する建設事務所管内であること。 
オ 受注者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が２
（建築一式工事の場合は３）を超えていないこと。なお、工事途中に
おいて、下請次数が２（建築一式工事の場合は３）を超えた場合に
は、それ以降は専任特例営業所技術者を活用できず、主任技術者
等を工事毎に専任で配置しなければならない。 
カ 当該建設工事に置かれる主任技術者等との連絡その他必要な
措置を講ずるための者（以下「連絡員」という。）を当該建設工事に
置いていること。なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式
工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し１
年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。 
連絡員は、各工事に置く必要がある。なお、同一の連絡員が複数の
建設工事の連絡員を兼務することは可能である。また１つの建設工
事に複数の連絡員を配置することも可能である。 
連絡員は、例えば工程会議や品質検査等が２つの工事現場で同時
期に行われる場合に、主任技術者等が遠隔から指示等するにあた
って、工事現場側にて適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を
行う（事故等対応含む）ことを想定している。 
連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めない。また、連絡員の
雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。ただし、
連絡員は当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的
な責任は請負会社が負うことに留意する。 
キ 当該工事現場の施工体制を主任技術者等が情報通信技術を利
用する方法により確認するための措置を講じていること。なお、情
報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認でき
るものとし、CCUS 又は CCUS と API 連携したシステムである
ことが望ましいが、その他のシステムであっても、遠隔から現場作
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現行（令和 6 年 7 月） 一部改定（令和 7 年 4 月）  

編 章 節 条 項 
項 
以 
下 

編章節条 
（項目見出し） 

現行条文 編 章 節 条 項 
項 
以 
下 

編章節条 
（項目見出し） 

新条文 改定理由 

業員の入退場が確認できるシステムであれば可能である。なお、当
面の間は電子メールを通した作業日報等の提出により主任技術者
等が作業員の入退場を確認できれば有効とする。 
ク 当該建設工事を請け負った建設業者が、人員の配置を示す計画
書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。また、当該計画書は、建設
業法施行規則第２８条の帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事
の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。なお、当
該計画書の作成等は電磁的方法によることが可能である。 
ケ 主任技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場
の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な
情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用する
ことが可能な環境が確保されていること。なお、情報通信機器につ
いては、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実に実施でき
るものであればよい。そのため、一般的なスマートフォンやタブレッ
ト端末、WEB 会議システムでも差し支えない。また、通信環境につ
いては、例えば、山間部等における工事現場において、遠隔からの
確実な情報のやりとりができない場合はこの要件に該当しない。 
コ 低入札工事でないこと。 
サ 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関
係にあること。 
シ クで作成した人員の配置を示す計画書を提出すること。 
 
２）専任を要しない工事 
以下の要件を全て満たす場合は、営業所技術者等は主任技術者を
兼務できることとする。なお、営業所技術者等は、建設業法上の経
営業務の管理責任者又は建設業法施行令第３条に規定する使用人
と兼務することができる。 
ア 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締
結された建設工事 
であること。 
イ 同一の主任技術者が兼務できる工事は、営業所が工事現場と同
一建設事務所管 
内であること。 
ウ 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。 
エ 低入札工事でないこと。 
オ 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関
係にあること。 
 
上記以外の場合（営業所が工事現場の隣接する建設事務所管内の
場合）、専任を要する工事の要件を全て満たす場合（要件ウを除く）
は、主任技術者を兼務できることとする。 
 

（分冊２） （分冊２）  

生コンクリートの取り扱いマニュアル 生コンクリートの取り扱いマニュアル  

 7 3 3 4  測定に関する資料の提
出等 

受注者は、本測定の実施に関する資料を整備、保管し、監督員から
の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに完成時に提出
しなければならない。 
測定結果については、表 1 及び表 2 に示す内容を網羅した測定
結果報告書を作成し、提出するものとする。 

 7 3 3 4  測定に関する資料の提
出等 

受注者は、本測定の実施に関する資料を整備、保管し、検査時まで
に監督員に提出するものとする。 
測定結果については、表 1 及び表 2 に示す内容を網羅した測定結
果報告書を作成し、提出するものとする。 

共通仕様書の本文との整合 
（分冊 1）1-3-3-1 一般事項 2.品質確保
の調査 
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現行（令和 6 年 7 月） 一部改定（令和 7 年 4 月） 改定理由 

（分冊１） 

3-1-1-9 提出書類 

表 3-1-2 工事関係書類一覧表【三重県版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分冊１） 

3-1-1-9 提出書類 

表 3-1-2 工事関係書類一覧表【三重県版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通仕様書の本文

との整合 

（1-1-1-11 施工

体制台帳） 
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現行（令和 6 年 7 月） 一部改定（令和 7 年 4 月） 改定理由 

（分冊１） 

3-1-1-10 創意工夫 

（表）創意工夫・社会性等に関する実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分冊１） 

3-1-1-10 創意工夫 

（表）創意工夫・社会性等に関する実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表削除 

（国との整合） 
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現行（令和 6 年 7 月） 一部改定（令和 7 年 4 月） 改定理由 

（分冊２） 

生コンクリートの取り扱いマニュアル 

図 1 微破壊試験の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分冊２） 

生コンクリートの取り扱いマニュアル 

図 1 微破壊試験の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通仕様書の本文

との整合 

（分冊 1）1-3-3-1 

一般事項 2.品質

確保の調査 
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現行（令和 6 年 7 月） 一部改定（令和 7 年 4 月） 改定理由 

（分冊２） 

生コンクリートの取り扱いマニュアル 

図 2 非破壊試験の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分冊２） 

生コンクリートの取り扱いマニュアル 

図 2 非破壊試験の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通仕様書の本文

との整合 

（分冊 1）1-3-3-1 

一般事項 2.品質

確保の調査 
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